
「消費税法の一部を改正する法律（平成３年法律第 73 号）施行に伴う改造自動車の非課税扱いについて」新旧対照表

改 正 後 現 行

今般､消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七三号)が

本年五月一五日に､関係政省令、告示が六月七日に、それぞれ交付

され、一〇月一日から施行されることとなったが、今回の改正によ

り、身体障害者用に一定の改造を施された自動車の譲渡及び製作の

請負等が非課税とされたところである。

その具体的内容は左記のとおりであるので、御了知の上、管下市

町村、関係機関、関係団体、関係事業者等に周知徹底願いたい。

記

第一 （略）

第二 非課税対象となる自動車

１ 本人運用自動車

（１）身体に障害を有する者による運転に支障がないよう、道路

交通法(昭和三五年法律第一○五号)第九一条の規定により

付される運転免許の条件の趣旨に従い、当該身体に障害を有

する者の身体の状態に応じた、次に定める補助手段が講じら

れている自動車が非課税対象となる自動車であること。

① 手動装置

車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダ

ルを直接下肢で操作できない場合、下肢に代えて上肢で操

作できるように設置されるもの

②～④ （略）

⑤ 足動装置

今般､消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七三号)が

本年五月一五日に､関係政省令、告示が六月七日に、それぞれ交付

され、一〇月一日から施行されることとなったが、今回の改正によ

り、身体障害者用に一定の改造を施された自動車の譲渡及び製作の

請負等が非課税とされたところである。

その具体的内容は左記のとおりであるので、御了知の上、管下市

町村、関係機関、関係団体、関係事業者等に周知徹底願いたい。

記

第一 （略）

第二 非課税対象となる自動車

１ 本人運用自動車

（１）身体に障害を有する者による運転に支障がないよう、道路

交通法(昭和三五年法律第一○五号)第九一条の規定により

付される運転免許の条件の趣旨に従い、当該身体に障害を有

する者の身体の状態に応じた、次に定める補助手段が講じら

れている自動車が非課税対象となる自動車であること。

① 手動装置

車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダ

ルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操

作できるように設置されるもの

②～④ （略）

⑤ 足動装置

別添



改 正 後 現 行

両上肢に障害があり既存の車では運転操作ができない

場合、上肢に代えて両下肢で運転操作ができるようにする

もの

⑥ 運転用改造座席

身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場

合、サイドボードを付加した座席に交換することにより、

安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの

（２） （略）

２ （略）

第三～第四 （略）

（問合せ先）厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支

援振興室

代表 〇三―五二五三―一一一一

両上肢に障害があり既存の車では運転操作ができない

場合、上肢に替えて両下肢で運転操作ができるようにする

もの

⑥ 運転用改造座席

身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場

合、サイドポートを付加した座席に交換することにより、

安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの

（２） （略）

２ （略）

第三～第四 （略）

（問合せ先）厚生省社会局更生課

代表 〇三―三五〇三―一七一一


